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5－4   

様々な主体が参画、協働して創るまち・池袋 

   

プラン N  池袋副都心再生協議会（仮称）の設置 
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プランＮ 

池袋副都心再生協議会（仮称）の設置 
 
 池袋副都心エリアでは、地元住民、商店街、企業により、様々なまちづくり活動が、積極的に展開されて
きた実績がある。 
今後、池袋副都心の再生を図るためには、こうした民間と行政の力を結集した、総合的な取り組みが不可

欠である。 
このため、行政内部の検討組織として設置されている「池袋副都心再生プラン策定委員会」を発展的に解

消し、地元関係者代表と行政の定期的、恒常的な協議の場を設置する。 
また、各プランの推進にあたっては、関係権利者等による組織を別途設置する。 




